
 

『申告書等閲覧サービスを見直し ９月１日から写真撮影が可能に』 
 

 国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスを見直したことを明らかにした。今回の改正は、閲覧申請者

や税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、今月９月１日から閲覧時の写真撮影を認めるとと

もに、提出書類の見直し等を行うもの。 

 申告書等閲覧サービスとは、申告書等をなくしてしまった場合や、被相続人（亡くなった人）が生前に

提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できるというもの。このサービスは、利用料金は無料だ

が、これまでは、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていなかった。した

がって、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合で

も、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできなかった。今回の見直しでは、閲覧に際しては、原

則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。その際、写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォ

ン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める。 

 動画については、音声が録音されるおそれがあるため認めない。閲覧申請者に写真撮影をさせるに

当たっては、申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立が置かれ、撮影の

都度又は撮影後、担当の税務署員がその場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合に

は、閲覧申請者に消去させるか撮り直しをさせる。 

 

 『検査・監督の考え方をまとめる 検査マニュアル廃止後―金融庁』 

 
 金融庁は「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」（案）をまとめ公表。

パブリック・コメントの募集を開始した。金融機関の「融資に関する検査・監督の実務についての研究会」

が平成３０年７月以降に重ねてきた議論をまとめた。融資の観点から「金融システムの安定」と「金融仲介

機能の発揮」のバランスの取れた実現を目指す当局の検査・監督の考え方と進め方を整理した。意見

提出の締め切りは１０月１１日。同庁は、期間終了後も、幅広いステークホルダーと議論し、金融検査・監

督の継続的な改善に努めていくとしている。 

 案は「金融機関の経営理念・戦略に応じた検査・監督」をうたった上で、金

融機関の個性・特性（＝全体像）を理解するとし、▽金融機関がどのような経

営環境の中で、何を目指しているのか（経営理念）、そのためにどのような経

営戦略や融資方針、リスクテイク方針を採用しているのか▽その上で、どの

ように金融仲介機能を発揮しようとしているのか、それに伴う健全性上の課

題は何かを明らかにする（健全性と金融仲介は表裏一体）―などと要約。金

融検査マニュアルに基づいて定着した現状の引き当て実務（主に過去実

績を基に算定）は否定しない―などとしている。 
 
      出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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